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福
一
肱
年
金
は
ど
の
よ
う
な
一

場
合
に
制
限
さ
れ
る
か
一

福
祉
年
金
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
い
わ
-

ゆ
る
所
得
制
限
が
あ
り
、
本
人
の
所
待

配
偶
者
の
所
得
お
よ
び
生
計
中
心
者
の

所
得
の
三
面
か
ら
と
の
制
限
が
行
わ
れ

、
ま
す
が
、
公
的
年
金
各
法
に
も
と
づ
く

年
金
給
付
(
厚
生
年
金
、
思
給
、
共
済

組
合
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
の
年
金
等
)
を
受
け
て
い
る
人
に
は

そ
の
受
け
る
期
聞
は
支
給
が
停
止
さ
れ

ま
す
。
(
た
ど
し
そ
の
額
が
栴
祉
年
金

の
額
よ
り
低
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
)

受
給
権
者
の
配
隅
者
が
六
千
円
以
上

の
公
的
年
金
を
う
け
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
受
け
る
期
間
公
的
年
金
の
額
か
ら

六
千
円
差
引
い
た
額
の
分
だ
け
支
給
停

止
に
な
り
ま
す
が
、
六
千
円
以
上
は
減

ら
さ
れ
る
と
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夫
婦

が
共
に
老
令
福
祉
年
金
を
も
ら
う
時
は

両
方
に
三
千
円
を
停
止
し
残
り
の
九
千

円
が
そ
れ

F
Lに
支
給
さ
れ
ま
す
。
夫

か
ま
た
は
妻
の
一
方
が
老
令
福
祉
年
金

を
受
け
他
方
が
障
害
福
祉
年
金
を
う
け

る
場
合
は
、
老
人
令
年
金
の
み
三
千
円
が

停
止
さ
れ
ま
す
。
ま
た
本
年
十
一
月
一
日
に
七

O
才
以

上
で
あ
る
と
同
時
に
障
害
者
で
あ
る
と
い
う
場
合
は
、

老
令
福
祉
年
金
と
障
害
福
祉
年
金
を
受
け
る
権
利
が
両

方
生
ず
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
以

上
の
福
祉
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
人
に
は
、
そ

の
人
の
選
択
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
か
選
択
し
た
一
つ
の

年
金
を
支
給
し
、
他
の
年
金
の
支
給
は
停
止
さ
れ
る
と

と
に
な
り
ま
す
。

次
の
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
と
し
て
は
、
受
給
権
者

が
前
年
に
十
三
万
円
以
上
の
所
得
(
義
務
教
育
終
了
前

の
子
を
扶
養
し
て
い
る
と
き
は
、
子
一
人
に
つ
き
一
万

五
千
円
ず
つ
が
加
算
さ
れ
る
。
)
が
あ
る
と
き
、
本
人

の
所
得
が
な
い
場
合
で
も
配
隅
者
に
前
年
に
所
得
税
を

納
付
す
べ
き
程
度
の
所
得
が
あ
る
と
き
、
民
法
に
定
め

る
扶
養
義
務
者
が
扶
養
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
扶

養
義
務
者
に
昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
二
万
三
千
六

百
円
以
上
の
所
得
税
を
納
付
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
他

母
子
福
祉
年
金
に
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
終
了
前
の
子

以
外
に
、
二
十
五
才
以
上
の
子
と
生
計
を
と
も
に
し
て

い
る
と
ぎ
等
に
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

みには

館ごの

福祉年金を

開]"(缶汁L回発行)昭和34年11月20日(ー)

場
一
問

所
姉
役
一
一
一

行
昭
一
町
一
目
的

発
空
調
一
所

長
一
明

火
の
用
心

年
金
を
も
ら
う
手
続
き
は

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か

本
年
の
九
月
一
日
よ
り
住
居
地
の
市
町
村
役
場
の
窓

口
を
通
じ
て
栽
定
請
求
書
に
所
定
の
事
項
を
記
載
し
て

(
戸
籍
抄
本
、
住
民
票
の
謄
本
等
を
添
付
)
提
出
す
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
本
年
十
一
月
現
在
で
受

給
資
格
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
請
求
手
続
を
し
な

け
れ
ば
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
以
後
は
時
効
に
か
L

り
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
御
注
意
願
い

ま
す
。こ

の
よ
う
に
し
て
提
出
さ
れ
た
栽
定
請
求
書
は
市
町

村
役
場
で
必
要
な
審
査
を
受
け
た
後
県
に
送
付
さ
れ
、

県
に
お
い
て
審
査
し
た
結
果
、
受
給
権
が
あ
る
も
の
と

裁
定
さ
れ
た
人
に
は
、
市
町
村
役
場
を
通
じ
て
栽
定
通

知
書
と
国
民
年
金
証
書
が
本
人
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

年
金
の
支
払
に
つ
い
て

ど
う
な
っ
て
い
る
か

支
払
に
つ
い
て
は
国
民
年
金
謹
書
と
印
鑑
を
も
っ
て

証
書
に
記
載
さ
れ
た
支
払
郵
便
局
に
行
け
ば
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
支
払
は
毎
年
一
月
、
五
月
、
九
月
の

三
期
に
前
月
ま
で
の
分
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
本
年
十
一
月
分
よ
り
支
携
わ
れ
る
福
祉
年
金

は
実
際
に
皆
さ
ん
の
手
元
に
渡
る
の
は
、
昭
和
三
十
五

年
三
月
に
四
ケ
分
を
、
五
月
に
は
二
ヶ
月
分
を
支
払
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
受
給
権
の
保
護
で
あ
り
ま
す
が
、
福
祉
年
金

を
受
け
る
権
利
は
、
他
人
に
譲
り
渡
し
た
り
担
保
に
し

た
り
、
差
押
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
所
得
税
や
地
方
税
等
の
公
租
公
課

を
課
す
る
場
合
は
非
課
税
所
得
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
が
市
祉
年
金
の
支
給
制
限
、
手
続
、
支
払
等
の

概
要
で
あ
り
ま
す
が
、
な
お
御
不
審
の
点
が
あ
れ
ば
、

役
場
で
充
分
に
お
聞
き
い
た
f

い
て
一
人
の
請
求
も
れ

の
な
い
よ
う
お
顕
い
し
ま
す
。
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五さま
で

障
害
一
隅
一
服
年
金
を

者
又
は
被
扶
養
者
と
な
っ
た
時

右
の
場
合
、
必
ず
保
険
証
と

印
鑑
を
持
っ
て
役
場
に
届
出
て

下
さ
い
。

五

療

養

費

の

支

給

に

つ
い
て

被
保
険
者
が
止
む
を
得
な
い

事
情
に
依
り
、
保
険
医
療
機
関

で
は
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
ず
、
以
外
の
医
療
機
関
で
受

け
た
時
、
及
び
他
県
に
旅
行
途

中
等
の
突
発
的
疾
病
、
事
故
に

よ
り
診
療
を
受
け
た
様
な
場
合

そ
れ
に
要
し
た
医
療
費
の
半
額

を
審
査
の
上
支
給
致
し
ま
す
。

尚
原
則
的
に
県
内
医
療
機
関

の
場
合
は
認
め
ら
れ
て
居
り
ま

せ
ん
。

六
、
そ
の
他

現
在
本
町
に
住
所
を
有
し
乍

ら
、
尚
国
民
健
康
保
険
に
未
加

入
の
方
が
あ
る
場
合
は
、
是
非

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

直
ち
に
か
入
手
続
き
を
し
て
下

さ
い
。な

お
御
不
審
の
点
は
御
遠
慮

な
く
御
担
出
下
さ
い
。

* 
* 

な
い
と
か
の
事
由
に
よ
り
、
こ

の
年
金
を
受
け
る
権
利
の
あ
る

者
が
、
請
求
書
の
提
出
を
取
り

止
め
、
自
ら
そ
の
権
利
を
放
楽

す
る
お
そ
れ
も
あ
る
の
で
、
今

般
こ
れ
ら
の
人
々
の
利
便
を
考

慮
し
て
、
特
に
次
の
様
な
取
扱

い
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一
、
障
害
福
祉
年
金
の
受
給
権

者
が
次
の
各
号
の
(
ご
に
該

当
す
る
場
合
は
、
請
求
書
に

添
え
る
べ
ぎ
診
断
書
に
か
え

て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

り
申
立
蓄
を
作
成
し
て
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
た
と
と
。
(
申
立
書
の

用
紙
は
役
場
年
金
係
に
あ
り

ま
す
。
)

(
ご
当
該
受
給
権
者
の
近

く
に
適
当
な
専
門
医
が
い
な

い
と
き
。

(
二
)
専
門
医
が
い
て
も
検

査
に
必
要
な
様
械
器
具
(
例

え
ば
オ
l
ジ
オ
メ
ー
タ
ー
)

の
設
備
が
な
い
と
き
。

(
一
二
)
本
人
の
障
害
が
横
臥

し
た
ま
L

動
か
せ
な
い
と
か

あ
る
い
は
歩
行
が
困
難
で
あ

受
け
る
た
め
の
診
断
書
は
れ

障
害
福
祉
年
金
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
請
求
書

に
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
近
く

に
適
当
な
専
門
医
が
な
い
と
か

又
は
専
門
医
が
い
て
も
、
検
査

に
必
要
な
器
具
の
設
備
が
な
い

と
か
、
若
し
く
は
本
人
が
病
気

等
の
た
め
に
横
臥
し
た
り
、
あ

る
い
は
歩
行
困
難
等
の
重
い
障

害
に
あ
る
た
め
に
、
医
師
の
診

断
を
受
け
に
行
く
こ
と
が
で
き

答
え
て
下
さ
い

世
界
農
林
業
セ

ン
サ
ス
ド

の
十
二
月
一
日
か
ら
十
且
ご
ろ

ま
で
に
準
備
調
査
と
し
て
農
林

大
臣
の
任
命
し
た
農
林
業
セ
Y

4
ノ
ス
調
査
員
が
各
戸
を
巡
回
訪

問
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
皆
様
に
お
自
に
か
与

っ
て
田
畑
、
山
林
の
面
積
を
き

い
て
名
簿
を
作
り
ま
す
の
で
あ

ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
面
積
を
調

べ
て
置
い
て
下
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
農
林
業
セ
Y

ナ

ス
は
指
定
統
計
で
あ
り
調
査
の

結
果
個
人
の
秘
密
は
法
律
に
よ

っ
て
完
全
に
保
護
さ
れ
税
金
に

は
用
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
正
し
い
お
答
を
寄

せ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

古
小
鳥

3

。

会
戦
傷
病
者
も
戦
浪
者
遺
族

一
四
日
軍
人
恩
給

E

引
揚
者

組

給

付

金

ド

つ

い

て

今
般
失
権
防
止
等
の
企
図
を
も
っ
て
次
の
通
り
巡
回
相
談
会

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
該
当
者
は
御
出
席
下

さ
い
。

-
遺
族
年
金
、
給
与
金
、
弔
慰
金
、
公
務
扶
助
料
等
の
未

請
求
者
で
身
分
、
死
因
等
法
律
の
適
用
及
び
請
求
権
に

つ
い
て
相
談
を
希
望
す
る
者

u

2

請
求
書
は
一
応
提
出
し
た
が
資
料
不
備
等
の
た
め
返
戻

さ
れ
そ
の
後
提
出
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
者
で
相
談

を
希
望
す
る
者
。

3

釆
請
求
者
で
直
接
面
接
し
て
沼
導
を
必
要
と
す
る
者
。

⑮
開
催
日
時
十
二
月
十
日
午
前
九
時
よ
り

午
後
四
時
ま
で
。

⑮

開

催

場

所

大

洲

市

庁

ホ

i
ル

休

電

日

お

知

ら

せ

送
電
線
、
変
電
所
の
作
業
の
為
十
二
月
分
は
左
記
の
通
り
休

電
さ
し
て
裁
き
ま
ず
か
ら
宜
敷
御
願
い
致
し
ま
す

る
と
か
等
の
重
度
の
状
態
に

あ
る
た
め
専
門
医
が
い
て
も

そ
の
処
へ
行
っ
て
診
断
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

二
、
診
断
書
の
作
成
が
不
能
の

地
区
に
つ
い
て
は
、
巡
回
診

断
等
適
当
な
方
法
に
よ
り
診

断
書
そ
作
成
せ
し
め
る
よ
う

検
討
中
で
あ
る
こ
と
。

。
老
令
、
母
子
、
障
害
の
各
福

社
年
金
を
受
け
よ
う
と
す
る

か
た
は
、
今
月
末
迄
に
請
求

書
を
役
場
年
金
係
へ
出
し
て

く
だ
さ
い
r
。
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診術治 の診 追で険義て付ん窓費持のにい療さ出、さらとての
療 、療車を加、並務、の 。口の参都依てのい、又い、間 取
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記

1 
ー卸

， 

秋期健康優良

赤ちゃん診査会

例
年
春
と
秋
に
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
健
康
優
良
赤
ち
ゃ
ん
診

査
会
の
秋
期
分
を
九
月
二
十
日

よ
り
十
月
一

B
の
間
に
実
施
い

た
し
ま
し
た
こ
〉
に
ブ
ロ
ッ
ク

別
予
選
の
結
果
を
お
知
ら
せ
し

て
今
後
尚
一
一
層
母
子
保
健
の
向

上
に
努
力
し
て
戴
き
た
い
と
患

い
ま
す
。

尚
町
で
選
出
し
た
内
か
ら
七

名
は
郡
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た

記

郡
表
彰
者
氏
名

大
和
成
田
忠
徳

(
7
月
生
)

出
海
村
本
由
美

(
8
月
生
)
一

長
浜
亀
井
尚
子
宮
月
生
)

白
滝
藤
本
増
男
(
叩
月
生
)

櫛
生
増
田
義
弘
(
印
月
生
)

白
滝
沼
田
喜
代
}
(
日
月
生
)

白
滝
油
克
美
(
ロ
月
生
)

受
診
調

地
区
名
該
当
数
受
診
数

長
浜
五
十
二
名
三
十
三
名

白
滝
三
十
五
名
二
十
五
名

大

和

プ

J
U

名

一

八

名

櫛

生

一

七

名

一

二

名

出

海

一

二

名

一

二

名

喜

多

灘

一

O
名

六

名

計

一

四

三

名

↓

O
六
名

尚
乳
児
検
診
(
昭
和
三
十
四

年
-
月
よ
り
六
月
迄
に
出
生
の

者
)
は
該
当
数
二
五
四
名
中
一

四
八
名
受
診
し
発
育
不
良
一
回

名
疾
病
異
常
四
名
で
あ
り
ま
し

た。

の

一、

日
時
十
二
月
十
一
日
(
第
二
金
曜
日
)

自
午
前
八
時
至
午
後
四
時

一、
地
域

尚
今
後
、
休
電
の
場
合
は
出
来
得
る
限
り
当
社
各
営
業
活
、

サ
ー
ビ
ス
居
、
町
内
要
所
へ
掲
示
致
し
ま
ず
か
ら
御
注
意
下

さ

い

。

(

四

国

電

力

)

長

浜

町

全

域
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(二)

[果
|樹

|国

⑮
温
州
み
か
ん

の
貯
蔵

本
年
の
如
く
敗
穫
期
に
暖
く

雨
の
多
い
年
は
、
浮
皮
と
九
は
る

か
ら
着
色
し
た
も
の
よ
り
順
次

早
急
に
収
穫
を
行
う
様
に
し
た

、ν一
、
貯
蔵
果
実
の
予
措

果
実
を
収
穫
し
て
す
く
に
貯

蔵
庫
に
入
れ
る
と
、
呼
吸
作
用

が
盛
ん
で
あ
る
為
、
果
実
中
の

糖
分
や
酸
分
が
、
円
+
く
分
解
し

味
が
淡
白
に
な
り
、
又
水
分
の

発
撒
が
惚
端
に
多
く
な
り
、
浮

L
皮
現
象
が
あ
ら
わ
れ
腐
敗
の
原

一
一
因
と
も
な
る
の
で
、
収
穫
し
た

E
一
果
実
は
貯
蔵
庫
に
入
れ
る
前
に

t
一
回
予
措
を
行
い
、
呼
吸
作
用
を
抑

え
て
栄
養
の
消
粍
を
、
最
少
限

度
に
喰
止
め
る
事
が
必
要
で
あ

る。(
イ
)
子
措
の
方
法

風
通
し
の
良
い
収
納
舎
に

果
実
を
三

O
糎
位
の
厚
さ
に

広
げ
て
、
除
々
に
発
汗
さ
せ

る
が
、
適
当
な
所
が
な
い
場

合
に
は
、
貯
蔵
庫
に
入
れ
て

か
ら
、
し
ば
ら
く
の
問
、
戸

窓
を
全
部
開
放
し
て
、
早
く

水
分
を
発
撒
淫
せ
る
よ
う
に

す
る
と
よ
い
。

(
ロ
)
予
措
の
程
度

収
穫
当
時
よ
り
果
実
が
三

Mm位
減
少
し
た
時
が
最
も
良

く
、
丁
度
ナ
メ

ν皮
の
感
覚

程
度
に
萎
ん
だ
時
が
一
番
良

い
。
(
五

1
七
日
位
い
で
、

三
労
位
目
方
が
へ
り
、
果
皮

が
僅
か
に
萎
ん
だ
手
触
、
と
な

第47号f璽至の」瑚:r(毎月l回発行)昭和34年11月20日

る
)
こ
の
際
果
実
一
を
均
一
に

予
措
す
る
事
が
大
切
で
あ
る

こ
、
貯
蔵
庫
の
管
理

庫
内
の
温
度
と
湿
度
が
腐
敗

発
生
の
最
も
大
ぎ
な
原
因
と
な

る
の
で
、
貯
蔵
に
最
適
な
温
度

と
湿
度
を
保
つ
よ
う
に
管
理
す

る。(
イ
)
温
度
は
摂
氏

(
C
)
三

!
五
度
に
保
た
せ
る
よ
う
に

す
る
c

(
ロ
)
湿
度
は
八

O
t八
五

労
が
適
当
で
九

O
%以
上
に

な
る
と
腐
敗
菌
の
活
動
が
盛

ん
に
な
る
。
(
入
庫
当
時
は

-
O
O
M
m位
に
ま
で
上
る
事

が
あ
る
か
ら
充
分
に
注
意
を

す
る
こ
と
。
)

(
ハ
)
温
度
、
湿
度
の
調
節

入
庫
当
時
は
高
温
多
湿
と

な
り
が
ち
で
あ
る
か
ら
、
戸

窓
を
全
部
開
け
て
乾
燥
に
つ

と
め
る
。
し
か
し
、
雨
天
の

日
は
閉
め
て
お
き
、
湿
度
が

高
く
下
ら
な
い
時
は
通
路
に

石
灰
等
を
ま
い
て
湿
度
を
下

げ
る
と
よ
い
。

三
、
機
械
油
乳
剤
の

撒
布

機
械
泊
乳
剤
の
撤
布
は
介
殻

虫
や
赤
ダ
ニ
を
始
め
、
各
種
の

越
冬
害
虫
を
、
徹
底
的
に
防
除

す
る
点
に
犯
い
が
あ
る
の
で
、

是
非
撒
布
を
行
う
事
。

(
イ
)
撒
布
時
期

十
二
月
下
匂
か
ら
一
月
上

句
迄
に
撒
布
す
る
よ
ラ
に
す

る
。
害
虫
防
除
を
目
的
と
す

る
場
合
は
、
十
二
月
中
に
撒

次取
す

お
宇
酢

に
し

間
た

P
F

、

h'
し

、、B
S
，ノ

動運
司

、ーハ
i

a
ν
1
4
 

A
口
町
、

け
上

助
月

末
二

歳
十

f
i
t
¥
 

感実合布
す
る
と
効
果
が
高
い
。
叉
「
し
九

O
∞
)

幼
木
等
で
介
殻
虫
類
が
甚
だ
一
尚
本
年
度
、
着
巣
過
多
で

し
く
多
く
、
二
回
撒
布
す
る
一
来
年
不
作
が
予
想
さ
れ
る
関

場
合
に
は
、
三
十
五
倍

1
四
一
で
は
、
花
芽
の
分
化
を
促
進

十
五
倍
(
水
一
斗
に
二
合
八
一
さ
す
為
個
別
一
燐
酸
加
里
を
、

勺
)
と
し
、
十
二
月
下
旬
に
一
水
-
八
リ
ッ
ト
ル
に
対
し
、

四
十
五
倍
、
一
月
中

1
下
旬
一
五
十
六
グ
ラ
ム
混
用
し
て
撤

に
三
十
五
倍
を
撒
布
す
る
の
一
布
す
る
と
良
い
。

も
一
方
法
で
あ
る
。
一
@
柿
の
へ
タ
虫
、
介
殻
虫
の

(

ロ

)

撒

布

濃

度

一

防

除

九
十
五
M
m
7
v
y

コ
二
柿
は
粗
皮
を
剥
取
り
焼
却

O
倍
(
水
一
八
リ
ッ
ト
ル
に
一
し
、

7
v
y
油
刻
の
-
一
一
一
!

対
し
五
五

O
∞

)

十

一

五

倍

液

(

水

一

八

リ

ツ

ト

D
D
T
乳

剤

'

五

O
O
一

ル

に

て

二

O
O
∞
)
を
撤

倍
(
水
一
八
リ
ッ
ト
ル
に
対
一
布
す
る
と
良
、
J
o

d

も
J
も

r
e
a
m
r

、rz
z
J
E
Jも
B
J
・B
Jも
J

・3証
盟
事

f

旬、z、4
4

、JZ
E£
百
'
広
効
，
屯

飼料調整実施講習

講議をノートする受講者

品

評

全

農
林
水
産
物
の
口
問
評
会
を
左

記
日
程
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
本
年
も
多
数

皆
様
の
出
口
聞
を
御
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

尚
本
年
度
は
婦
人
会
、
生
活

改
善
ク
ラ
ブ
、
青
年
団
、
四
H

ク
ラ
ブ
等
の
特
別
な
援
助
に
よ

り
、
栄
養
食
の
展
示
を
致
し
ま

す
。
又
キ
ツ
チ
シ
カ
ー
に
よ
る

「
1
1」
料
理
講
習
、
町
商
工

一
'
一
会
の
特
別
サ
ー
ビ
ス

一
ゼ
一
等
も
あ
り
ま
ず
か
ら

一

一

当

日

は

是

非

御

参

加

一
ら
一
を
騒
い
ま
す
。

一

日

士

、

出

品

申

込

書

一
A
J
一
十
二
月
十
日
迄
に

一
ミ
υ
一
各
出
張
所
又
は
産

一

回

〈

一

業

課

へ

@

「
1
1
1一
二
、
現
物
出
口
間
十

二
月
十
六
日
に
各
出
張
所
又

は
産
業
課
へ
。

一
二
、
一
般
観
覧
十
八
日
午
前

九
時
よ
り
午
後
五
時
迄
及
十

九
日
午
前
中
。

四
、
入
賞
者
表
彰
式
十
九
日

午
後
一
時
よ
り
。

五
、
出
品
物
即
売
会
十
九
日

午
後
一
時
よ
り
三
時
迄
(
予

約
を
一
般
観
覧
中
受
付
)

六
、
料
理
講
習
十
八
日
十
九

日
共
に
午
前
十

t
十
一
時
午

後
二

J
三
時
の
各
二
回
実
施

椎
茸
菌
の
申
込

椎
茸
栽
培
の
好
期
が
来
ま
し

た
。
森
林
組
合
で
椎
茸
菌
(
広

江
式
菌
興
一
号
)
の
斡
旋
を
し

ま
す
。
自
家
用
の
一
本
か
ら
で

も
結
構
で
す
か
ら
申
込
ん
で
下

さ
い

G
尚
多
量
に
必
要
な
方
は
、
早

目
に
申
込
ん
で
下
さ
い
。
需
要

最
盛
期
に
は
、
口
問
切
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
価
格
は
一
本

二
五

O
円
で
三
月
上
匂
迄
取
扱

を
致
し
ま
す
。た

飼料自給化普及研修会

つなために

米
穀
の
配
給
制
度
が
‘

十
一
月
一
日
か
ら
次
の

よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し

た。て

増

配

①
一
般
配
給
は
一
六
、
四

日
分
と
し
て
、
内
地
精
米
六

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
配
給
す
る
。

⑦
業
務
用
米
を
増
配
す
る

二
、
キ
ロ
建
配
給

従
来
の
-
般
配
給
に
つ
い
て

の
一
日
当
り
配
給
基
準
量
(
一

人
一
日
当
り
三
六
五
グ
ラ
ム
)

を
改
め
一
人
一
ヶ
月
当
り
の
配

給
量
を
キ
ロ
建
で
表
示
す
る
。

一
三
、
外
食
券
制
度
の
改
正

①
外
食
券
利
用
者
の
七

O

Mmを
占
め
る
入
院
患
者
に
つ

い
て
は
、
長
期
療
養
者
を
除

き
病
院
の
申
請
に
よ
り
、
患

者
給
食
用
米
を
一
般
配
給
価

格
で
配
給
す
る
。

①
入
院
患
者
は
正
規
の
転

入
手
続
に
よ
っ
て
、
病
院
な

ど
に
転
入
の
上
、
配
給
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
従
前
通
り
で
あ
る
が
、

短
期
入
院
患
者
で
あ
っ
て
、

転
入
手
続
を
経
ず
入
院
し
た

場
合
に
外
食
券
を
交
付
し
て

い
た
が
、
今
回
、
こ
の
制
度

を
嬢
止
す
る
。

①
入
院
患
者
が
入
院
期
間

中
の
給
食
用
と
し
て
、
米
穀

を
持
参
し
た
場
合
、
こ
れ
を

病
院
等
に
売
り
渡
す
こ
と
が

出
来
る
。

四
、
普
通
外
米
の
割
当
配
給
制

度
の
療
止

①
普
通
外
米
を
一
般
消
費

者
は
、
購
入
券
に
よ
ら
ず
自

由
に
買
受
け
る
こ
と
が
出
来

る。メ
ー
ト
ル
法
未

実
施
者
一
掃
運

動去
る
十
一
月
二
日
(
県
農
林

水
産
部
主
催
の
も
と
に
)
白
滝

出
張
所
に
於
て
、
昭
和
三
十
四

年
度
畑
作
地
帯
に
お
け
る
飼
料

自
給
化
普
及
研
修
会
(
六
十
八

名
受
講
)
が
開
催
さ
れ
、
乳

牛
の
飼
養
管
理
、
肉
牛
の
飼
養

管
理
、
豚
の
飼
養
管
理
及
び
飼

料
作
物
の
栽
培
な
ど
に
つ
い
て

の
講
義
が
あ
り
、
そ
の
後
飼
料

の
調
整
に
つ
い
て
実
施
講
習
が

行
わ
れ
、
有
畜
経
営
の
合
理
的

な
発
展
並
び
に
畜
産
経
営
安
定

向
上
を
め
ぎ
し
た
有
意
義
な
研

修
会
で
し
た
。

炉、

は
、
左
記
の
期
自
に
必
ず
受
け

て
く
だ
さ
い
。
尚
診
断
料
は
一

般
の
方
は
無
料
、
事
業
所
は
事

業
主
が
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

年
に

J

度
の
健
康
診
断

受
け
て
明
る
く

笑
顔
で
過
し
ま
し
ょ
う

コじ
妥
ロ

十
二
月
二
日
(
水
曜
日
)
十

時
か
ら
十
五
時
迄
白
湾
保
育

メ
ー
ト
ル
法
が
実
施
さ
れ
て

か
ら
一

0
ヶ
月
余
り
を
経
過
致

し
ま
し
た
が
、
未
だ
完
全
に
実

施
さ
れ
て
い
な
い
現
況
で
あ
り

ま
す
の
で
メ
ー
ト
ル
法
の
実
施

を
目
標
に
、

十
一
月
十
五
日
か
ら

十
二
月
十
四
日
ま
で

の
一
ヶ
月
間
、
県
の
係
{
円
が
、

医
舗
な
ど
を
対
象
に
『
立
入
検

査
』
を
実
施
し
、
一
斉
取
締
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら

『
立
入
検
査
』
の
際
に
お
い
て

違
反
事
実
な
ど
発
見
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
メ
ー
ト
ル
法

未
実
施
の
方
は
、
た
ど
ち
に
『

メ
ー
ト
ル
法
』
を
実
施
し
て
下

さ
い
。畜

産

品

評

会

(
櫛
生
地
区
)

櫛
生
地
区
の
一
色
産
品
評
会
が

去
る
十
月
二
十
六
日
行
わ
れ
ま

し
た
。
二
等
ま
で
の
成
績
は
次

の
通
り
で
す
。

女

町

長

賞

和

牛

須

沢

部

落

見

部

落

ム
H

一
等
賞

和
牛

V
田
中
忠
登
志

V
加
納
寅
五
郎

官

v
高
屋
君
太
郎

大

二

等

賞

和
牛

V

加
納
徳
利
V

桑
野
博
甲
大
野

雄
一
郎
V

訟
本
国
一
生
wv

上
川
正

成
wv

村
上
盛
犬

必
ず
受
け
ま
し

ょ
う

結
核
健
康
診
断

/ 

御

所
十
二
月
三
日
(
木
曜
日
)
十

三
時
か
ら
十
五
時
迄
柴
小
学

校
十
二
月
十
七
日
(
木
曜
日
)

十
三
時
か
ら
十
五
時
迄
大
和

第
一
中
学
校
十
二
月
十
八
日
(

金
曜
日
)
十
時
か
ら
十
五
時
迄

大
和
第
二
小
学
校
十
二
月
二
十

二
日

f
火
曜
日
)
十
時
か
ら
十

五
時
迄
長
浜
中
学
校
十
二
月

二
十
三
日
(
水
曜
日
)
十
時
か

ら
十
五
時
迄
長
浜
高
等
学
校

面L
ノ

さ
ぎ
の
台
風
十
五
号
に
よ
る
風
水
害
義
損
金
口
聞
の
募
集

に
つ
き
ま
し
て
は
各
位
の
絶
大
な
る
御
協
力
、
御
支
援
に

よ
り
、
左
記
の
通
り
多
く
さ
ん
の
義
指
金
ロ
聞
の
募
集
が
で

き
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
一
重
に
管
様
方
の
御
同
情
の
賜

と
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

早
速
義
指
金
物
資
に
つ
い
て
は
当
分
区
に
と
り
ま
と
め

て
羅
災
地
へ
直
送
し
、
義
指
金
に
つ
い
て
は
県
支
部
に
て

取
り
ま
と
め
樫
災
地
へ
送
金
致
し
ま
し
た
。

紙
上
を
も
ち
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。

日

赤

長

浜

分

区

長

末

永

芳

衣
類
(
点
)
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f こ の 成 お し

2300億円が iE諸問ZE
鼻から煙りとなる Uitt軍事t言葉

7らま診のたけ健
1年間に2.300億円が煙りとなって消え去っ iれし断でして康

た。一昨年度専売公社が売ったタパつは1.090lなたを今ま戴診

億本でこの売上高は2336億円。我が国では、 {か。実関しく断
- 1つ 旋第たよを

2.200万人の人たちがタパゴを吸うと玄われて lた すこがう実

います。 1人18約15本吸ってし、ることになる ;方 る次、に施

国民1人当りにすると1年間に約1.200本のタパ

コをのんでいることになり、アメリカカ¥2.500
本で世界第1位、その次がイギリメ、スヱーデ

ン、ブラシスのl碩で自主主は世界で第5番目の愛

煙国になっている。
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砥
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「
健
康
」

団

体

名

長

浜

婦

人

沖

浦

グ

櫛

生

府

出

海

グ

大

和

庁

白

滝

グ

喜

多

灘

庁

青

島

庁

豊

茂

グ

出
海
小
学
校
児
童
会

出
海
中
学
校
生
徒
職
員
一
同

大
和
第
二
寸
・
中
学
校
児
童

生
徒
職
員
-
同

長
浜
町
役
場
職
員
一
同

長
浜
主
婦
之
同
職
員
二
同

長
浜
町
医
師
会

長
浜
町
稲
荷
町
子
供
み
と
し

連
中

長
浜
町
第
六
区
一
同

長
浜
小
学
衿
児
童
職
員
-
同

A z;; 

出

海

婦

人

会

犬
和
第
二
小
@
中
生
徒
職
員

一
同

り

か
た
が
こ
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
か
た
こ
り
に
も
単
な
る
か

た
こ
り
と
、
他
に
何
か
原
因
が

あ
っ
て
か
た
が
こ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

そ
の
原
因
と
な
る
主
な
も
の

は
、
(
一
)
胸
部
疾
患
の
病
気
を

を
持
っ
て
い
る
場
合
、
(
二
)
高

血
圧
症
の
場
合
、
(
一
一
一
」
婦
人
科

疾
患
の
あ
る
場
合
の
三
つ
が
あ

り
ま
す
。

特
殊
な
原
因
で
な
い
単
な
る

か
た
こ
り
は
若
い
人
で
も
疲
れ

す
ぎ
、
長
時
閥
単
調
な
仕
事
を

続
け
た
と
き
な
ど
、
う
つ
血
や

災
症
な
ど
が
原
因
で
起
り
ま
す

丸田の?と
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女男男 男男女男女男男 男男文女男男男男 男男女男男男 晶
出
分

可寄

義

一

嘉

一
助
臥

ミ
ナ
エ

敬
伯

和斉
政

次
誠

司

建

司

誠実佳勝

一雄織美

⑨

畜

産

会
今
月
に
入
る
と
気
温
も
急
に
下
る
の
で
、
畜
舎
や
鶏
舎

の
防
寒
に
充
分
注
意
し
て
下
さ
い
。

大
肉
牛
や
肉
プ
タ
は
、
販
売
期
に
入
る
の
で
、
巻
尺
な
ど

を
利
用
し
て
体
重
を
正
確
に
計
っ
て
お
き
、
共
同
出
荷
す

る
と
有
利
で
す
。

ム
H

冬
に
な
る
と
家
畜
は
と
か
く
運
動
不
足
に
な
り
、
ま
た

そ
の
乎
入
も
寒
さ
の
為
怠
り
が
ち
と
な
り
や
す
く
、
し
た

が
っ
て
、
い
ろ

f
¥な
病
気
を
誘
発
す
る
原
因
に
も
な
り

ま
ず
か
ら
、
日
和
の
よ
い
日
は
、
つ
と
め
て
戸
外
に
出
し

て
日
光
一
昨
や
運
動
を
励
行
し
、
休
に
は
充
分
プ
ラ
V
を
あ

て
皮
踏
の
手
入
に
努
め
て
下
さ
い
。

A
H

冬
は
-
カ
ル

V
ユ

i
ム
分
が
不
足
し
が
ち
と
な
る
の
で

コ
ロ
イ
カ
ル
な
ど
、
カ
ル

ν
ュ
l
ム
分
の
補
給
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
又
、
敷
ワ
ラ
な
ど
を
多
く
し
て

保
温
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

A
H

突
、
く
な
る
と
、
空
気
が
乾
燥
し
、
呼
吸
器
病
に
か
L
り

や
す
い
の
で
、
早
期
発
見
治
療
に
は
、
や
は
り
管
理
者
の

日
頃
よ
り
の
周
到
な
観
察
が
必
要
で
す
。

健恵

欠ー

豊室恭実昇

久孝子輔子

美 善 英

保行紀

が
、
慢
性
的
な
か
た
こ
り
は
四

十
才
以
後
で
す
。

ま
た
農
村
婦
人
に
か
た
と
り

が
多
い
の
は
、
肉
体
的
過
労
に

家
庭
的
な
気
苦
労
が
加
わ
る
た

め
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
治
療
法
と
し
て

は
心
身
の
過
労
を
さ
け
十
分
な

睡
眠
を
と
る
こ
と
、
便
痛
を
と

L
の
え
る
ビ
タ
ミ
ン
そ
の
他
栄

養
の
あ
る
食
事
を
と
る
こ
と
で

す。
痛
み
の
強
い
と
き
は
マ
ッ
サ

ー
ジ
、
理
学
療
法
温
湿
布
、
局

所
注
射
や
刺
戟
療
法
が
あ
り
ま

す
が
、
あ
く
ま
で
衛
生
的
に
行

う
こ
と
が
必
要
で
す
'
。
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